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  病院事業局関係 

規　　　　　程

山形県病院事業管理規程第７号

　山形県病院事業局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成19年４月１日

山形県病院事業管理者　　野　　　村　　　一　　　芳

　　　山形県病院事業局組織規程の一部を改正する規程

　山形県病院事業局組織規程（平成15年３月県病院事業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。　

　第６条第１項中「、局長及び局次長」を「及び局長」に改め、同条第４項を削る。

　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　「

　第７条第２項の表中　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　に、「課の」を「課又は室の」に改

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　」

め、同条第３項を削る。

　第10条中「科、室及び課に」を「室及び課に」に改め、同条の表山形県立中央病院の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

 

(毎週火・金曜日発行)

業 務 名 を 冠 す る

主 幹
主 幹

栄 養 給 食 室

栄 養 給 食 室

化 学 療 法 室

医学資料係

Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ 室周産期母子部
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表山形県立日本海病院の項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、「情報企画係、医事係」を「医事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

情報第一係、医事情報第二係」に改め、同表山形県立新庄病院の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　第13条中「当該部並びに科」を「当該部」に改め、同条の表診断部の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

 

ＮＩＣＵ・Ｇ

ＣＵ室
周産期母子部

医 療 安 全 部

会計係、用度係、情報企画係、医

事係　　　　　　　　　　　
医 事 経 営 課

会計係、用度係経 営 戦 略 課

情報企画係、医事係、医学資料係医 事 相 談 課

救 急 部

救 急 部

患者安全対策部

栄 養 給 食 科

地 域 医 療 室

栄 養 給 食 科

救 急 部

救 急 部

地 域 医 療 部

医 療 安 全 部

医学資料係医 学 資 料 科

医療福祉相談科

企画調査係
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表研究検査部の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表事務部の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　第16条中「当該部並びに科、室」を「当該部」に改め、同条の診療部の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表事務部の項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

 

医 学 資 料 科

医療福祉相談科

細 菌 血 清 室

細 菌 室

血 清 室

庶務係、施設係総 務 課

会計係、用度係、情報企画係、医事係医 事 経 営 課

庶務係、施設係、企画調査係総 務 課

会計係、用度係経 営 戦 略 課

情報企画係、医事係、医学資料係医 事 相 談 課

企画調査係

企画調査係

医学資料係医 学 資 料 室

医療福祉相談係医療福祉相談室

医 学 資 料 室

医療福祉相談室

医療相談支援室

会計係、用度係、情報企画係、医事係医 事 経 営 課

user
ノート
平成１９年１１月９日付け第１８９１号に正誤あり
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　第17条第１項の表副室長の項組織の欄中「、新庄病院」を削り、同条第３項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　に改め、同条第４項の表中

　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同条第５項を削

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

る。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規程は、公布の日から施行する。

　（山形県病院事業局職員の人事に関する手続規程の一部改正）

２　山形県病院事業局職員の人事に関する手続規程（平成15年３月県病院事業管理規程第18号）の一部を次のよう

に改正する。

　　第７条第２項中「、局次長」を削る。

　（山形県病院事業局文書管理規程の一部改正）

３　山形県病院事業局文書管理規程（平成15年３月県病院事業管理規程第21号）の一部を次のように改正する。

　別記様式第３号中「局次長」を削る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県病院事業管理規程第８号

　山形県病院事業管理者の職務を行う職員の指定に関する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成19年４月１日

山形県病院事業管理者　　野　　　村　　　一　　　芳

　　　山形県病院事業管理者の職務を行う職員の指定に関する規程等の一部を改正する規程

　（山形県病院事業管理者の職務を行う職員の指定に関する規程の一部改正）

第１条　山形県病院事業管理者の職務を行う職員の指定に関する規程（平成15年３月県病院事業管理規程第８号）

の一部を次のように改正する。

　　本則中「局次長」を「県立病院課長」に改める。

　（山形県病院事業局職員審査会規程の一部改正）

第２条　山形県病院事業局職員審査会規程（平成15年３月県病院事業管理規程第９号）の一部を次のように改正す

る。

　　第３条第１項中「局次長」を「県立病院課長」に改め、同条第２項中「、局次長」を削る。

会計係、用度係経 営 戦 略 課

情報企画係、医事係、医学資料係医 事 相 談 課

上司の命を受けて医療業務に従事する。医 師

上司の命を受けて山形大学医学部学生の臨床実習に係る教

育指導業務に従事する。

山形大学医学部関連教

育病院臨床指導医

上司の命を受けて医療業務に従事する。医 師

上司の命を受けて看護の補助的業務に従事する。看 護 助 手

上司の命を受けて医療機器の操作業務及び保守点検業務に

従事する。
医 療 機 器 技 術 員

上司の命を受けて看護の補助的業務に従事する。看 護 助 手

業 務 名 を 冠 す る

主 幹
主 幹
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　（病院事業局の職に充てる職員の指定に関する規程の一部改正）

第３条　病院事業局の職に充てる職員の指定に関する規程（平成15年３月県病院事業管理規程第10号）の一部を次

のように改正する。

　別表がん・生活習慣病センターの項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表救命救急センターの項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

中央病院薬局長診 断 部 薬 局 長

中央病院医学資料部医学資料係長診 断 部 医 学 資 料 係 長

中央病院地域医療部医療福祉相談主査診断部医療福祉相談主査

中央病院薬局長診 断 部 薬 局 長

中央病院事務部医事経営課長事 務 部 医 事 経 営 課 長

中央病院事務部医事経営課会計係長
事 務 部 医 事 経 営 課

会 計 係 長

中央病院事務部医事経営課用度係長
事 務 部 医 事 経 営 課

用 度 係 長

中央病院事務部医事経営課情報企画係長
事 務 部 医 事 経 営 課

情 報 企 画 係 長

中央病院事務部医事経営課医事係長
事 務 部 医 事 経 営 課

医 事 係 長

中央病院事務部経営戦略課長事 務 部 経 営 戦 略 課 長

中央病院事務部経営戦略課会計係長
事 務 部 経 営 戦 略 課

会 計 係 長

中央病院事務部経営戦略課用度係長
事 務 部 経 営 戦 略 課

用 度 係 長

中央病院事務部医事相談課長事 務 部 医 事 相 談 課 長

中央病院事務部医事相談課情報企画係長
事 務 部 医 事 相 談 課

情 報 企 画 係 長

中央病院事務部医事相談課医事係長
事 務 部 医 事 相 談 課

医 事 係 長

中央病院事務部医事相談課医学資料係長
事 務 部 医 事 相 談 課

医 学 資 料 係 長

中央病院薬局長診 療 部 薬 剤 室 長

中央病院医学資料部医学資料係長診 療 部 医 学 資 料 係 長

中央病院地域医療部医療福祉相談主査診療部医療福祉相談主査

中央病院薬局長診 療 部 薬 剤 室 長
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　（山形県病院事業局安全衛生管理規程の一部改正）

第４条　山形県病院事業局安全衛生管理規程（平成15年３月県病院事業管理規程第14号）の一部を次のように改正

する。

　　第６条中「病院事業局次長」を「県立病院課長」に改める。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県病院事業管理規程第９号

　山形県病院事業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成19年４月１日

山形県病院事業管理者　　野　　　村　　　一　　　芳

　　　山形県病院事業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程

　山形県病院事業局事務代決及び専決事務に関する規程（平成15年３月県病院事業管理規程第20号）の一部を次の

ように改正する。

　第３条中「局次長」を「県立病院課長（以下「課長」という。）」に改める。

　第４条第１項中「県立病院課長（以下「課長」という。）」を「課長等（課長」に、「限り」を「をいう。以下同

じ。）限り」に改め、同条第２項中「業務名を冠する主幹（以下「主幹」という。）」を「主幹」に改める。

　第５条中「局次長が」を「課長が掌理する事務にあっては課長が、室長が掌理する事務にあっては室長が」に、

「局次長にも」を「課長又は室長にも」に、「課長及び室長（以下「課長等」という。）」を「課長補佐又は室長補

佐」に改める。

　第６条第２項中「専決事務」を「専決事務（主幹の専決事務を除く。）」に改め、同条第３項中「、課長」を「、

課長等」に、「課長補佐」を「課長補佐又は室長補佐」に改め、同条第５項中「前４項」を「前各項」に改める。

　第７条中「、局次長」を削る。

　第12条第１項中「薬剤室長」を「薬剤室長、鶴岡病院にあっては薬剤主幹」に改める。

中央病院事務部経営戦略課長事 務 部 経 営 戦 略 課 長

中央病院事務部経営戦略課会計係長
事 務 部 経 営 戦 略 課

会 計 係 長

中央病院事務部経営戦略課用度係長
事 務 部 経 営 戦 略 課

用 度 係 長

中央病院事務部医事相談課長事 務 部 医 事 相 談 課 長

中央病院事務部医事相談課情報企画係長
事 務 部 医 事 相 談 課

情 報 企 画 係 長

中央病院事務部医事相談課医事係長
事 務 部 医 事 相 談 課

医 事 係 長

中央病院事務部医事相談課医学資料係長
事 務 部 医 事 相 談 課

医 学 資 料 係 長

中央病院事務部医事経営課長事 務 部 医 事 経 営 課 長

中央病院事務部医事経営課会計係長
事 務 部 医 事 経 営 課

会 計 係 長

中央病院事務部医事経営課用度係長
事 務 部 医 事 経 営 課

用 度 係 長

中央病院事務部医事経営課情報企画係長
事 務 部 医 事 経 営 課

情 報 企 画 係 長

中央病院事務部医事経営課医事係長
事 務 部 医 事 経 営 課

医 事 係 長
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　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　「

　別表第１人事・服務の項第１項中　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　に改め、同表人事・服務の項第２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　」

項、第５項から第９項まで、第11項及び第12項中「局次長等及び課長」を「課長等」に改め、同表給与の項第１項

中「10級」を「８級」に改める。

　　　　　　「　　　　　　　　　　　　「

　別表第２中　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　に改め、同表事務局長専決事項の欄第１項中

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　」

「並びに」を「まで及び」に、「第８項」を「第８項まで」に、「及び事務局長以外の職員（看護部所属職員及び薬

剤部所属職員を除く。）」を「、事務局長、看護部所属職員及び薬剤部所属職員以外の職員」に改め、同欄第２項中

「第８項に掲げる事項（営利企業等従事の許可に限る。）」を「第４項、第５項及び第８項（営利企業等従事の許可

に限る。）に掲げる事項」に、「及び事務局長」を「、事務局長、看護部長及び薬局長」に改め、同欄中第３項を削

り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、同欄に次の１項を加える。

５　工事並びに工事に係る調査、設計及び測量に係る見積書の徴収、契約の相手方の決定及び契約書の作成に関

すること。

　別表第２看護部長専決事項の欄中「並びに」を「まで及び」に、「第８項」を「第８項まで」に、「看護部所属職

員」を「看護部所属職員（看護部長を除く。）」に改め、同表薬局長専決事項（鶴岡病院を除く。）の欄中「並びに」

を「まで及び」に、「第８項」を「第８項まで」に、「薬剤部所属職員」を「薬剤部所属職員（薬局長を除く。）」に

改める。

　別表第３県立病院の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「　　　　　　　　「

　　　　　　　　を　　　　　　　　に改め、同表がん・生活習慣病センター及び救命救急センターの項中

　　　　　　　」　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

 

局次長及び

これに相当

する職にあ

る職員（以

下「局次長

等」という。）

並びに課長

課長等に係

るもの

薬 局 長 専 決 事 項

（鶴岡病院を除く。）
薬 局 長 専 決 事 項

医事経営課長

（中央病院に

あっては医事

課長）　　　

医事経営課（中

央病院にあって

は医事課）に関

するもの　　　

経営戦略課長
経営戦略課に関

するもの

医事相談課長
医事相談課に関

するもの

医事経営課長
医事経営課に関

するもの

薬局長

（鶴岡病院

を除く。）

薬局長

医 事 課 長
医事課に関する

もの

経営戦略課長
経営戦略課に関

するもの

医事相談課長
医事相談課に関

するもの
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　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

電話　 山形(631)2057   (631)2056

 

印刷所
印刷者

  

 990-0047　山形市旅篭町二丁目１-21  

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登

発行所
発行人

平成19年４月１日印刷
平成19年４月１日発行

山　 形　 県　 庁
山　 　 形　 　 県


